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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】車両に搭載するスピーカの簡単な試聴方法を提
供する。
【解決手段】端末装置は、車種情報と、ヘッドホン情報
との入力を受け付け、そのヘッドホン特性を示す第１特
性データを取得する。また、その車種に取り付け可能な
スピーカを表示しＳ１５、表示されたスピーカのうち１
つのスピーカの選択を受け取るＳ１６。サーバは、車種
の情報及びスピーカの情報に基づいて、車両の音場特性
を示すデータ、車両の純正スピーカの特性を示すデータ
、及び、選択されたスピーカの特性を示すデータを含む
第２特性データを端末装置に送信するＳ１９。端末装置
は、第１特性データ及び第２特性データに基づいて、純
正スピーカを用いた場合の再生音と、選択されたスピー
カを用いた場合の再生音とを生成しＳ２１、再生するＳ
２３。ユーザは、使用するヘッドホン特性の影響を除い
て、純正スピーカと試聴したいスピーカの再生音を聴き
比べることができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバと通信可能な端末装置であって、
　車両の車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの情報とを受け付ける入力手段と、
　前記入力手段により受け付けられたヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性デー
タを取得する第１取得手段と、
　前記入力手段により受け付けられた車種に取り付け可能なスピーカを表示する表示手段
と、
　表示されたスピーカのうち、１つのスピーカの選択を受け取る選択手段と、
　前記受け付けられた車種の情報と、選択されたスピーカの情報とを前記サーバに送信す
る送信手段と、
　前記車種の情報及び前記スピーカの情報に基づいて、前記車両の音場特性を示すデータ
、前記車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び、前記選択されたスピーカの特性を
示すデータを含む第２特性データを前記サーバから取得する第２取得手段と、
　前記第１特性データ及び第２特性データに基づいて、前記純正スピーカを用いた場合の
再生音と、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して再生する再生手段
と、
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記第１取得手段は、前記第１特性データを前記端末装置内の記憶部から取得すること
を特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記第１取得手段は、前記ヘッドホン又はイヤホンの情報を前記サーバへ送信し、前記
サーバから前記第１特性データを受信することを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項４】
　再生すべき楽曲の指定を受け取る楽曲指定手段を備え、
　前記再生手段は、指定された楽曲について、前記純正スピーカを用いた場合の再生音と
、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して出力することを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項５】
　楽曲のデータを記憶する楽曲データ記憶手段を備え、
　前記再生手段は、前記楽曲データ記憶手段から前記指定された楽曲の楽曲データを取得
して前記再生音を生成することを特徴とする請求項４に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記再生手段は、周波数領域において前記楽曲データに前記音場特性及び前記純正スピ
ーカの特性を乗算したものを前記ヘッドホン又はイヤホンの特性で除算することにより前
記純正スピーカを用いた場合の再生音を生成し、周波数領域において前記楽曲データに前
記音場特性及び前記選択されたスピーカの特性を乗算したものを前記ヘッドホン又はイヤ
ホンの特性で除算することにより前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音を生成す
ることを特徴とする請求項５に記載の端末装置。
【請求項７】
　サーバと通信可能な端末装置によって実行される試聴方法であって、
　車両の車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの情報とを受け付ける入力工程と、
　前記入力工程により受け付けられたヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性デー
タを取得する第１取得工程と、
　前記入力工程により受け付けられた車種に取り付け可能なスピーカを表示する表示工程
と、
　表示されたスピーカのうち、１つのスピーカの選択を受け取る選択工程と、
　前記受け付けられた車種の情報と、選択されたスピーカの情報とを前記サーバに送信す
る送信工程と、
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　前記車種の情報及び前記スピーカの情報に基づいて、前記車両の音場特性を示すデータ
、前記車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び、前記選択されたスピーカの特性を
示すデータを含む第２特性データを前記サーバから取得する第２取得工程と、
　前記第１特性データ及び第２特性データに基づいて、前記純正スピーカを用いた場合の
再生音と、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して再生する再生工程
と、
　を備えることを特徴とする試聴方法。
【請求項８】
　コンピュータを有し、サーバと通信可能な端末装置によって実行される試聴プログラム
であって、
　車両の車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの情報とを受け付ける入力手段、
　前記入力手段により受け付けられたヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性デー
タを取得する第１取得手段、
　前記入力手段により受け付けられた車種に取り付け可能なスピーカを表示する表示手段
、
　表示されたスピーカのうち、１つのスピーカの選択を受け取る選択手段、
　前記受け付けられた車種の情報と、選択されたスピーカの情報とを前記サーバに送信す
る送信手段、
　前記車種の情報及び前記スピーカの情報に基づいて、前記車両の音場特性を示すデータ
、前記車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び、前記選択されたスピーカの特性を
示すデータを含む第２特性データを前記サーバから取得する第２取得手段、
　前記第１特性データ及び第２特性データに基づいて、前記純正スピーカを用いた場合の
再生音と、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して再生する再生手段
、
　として前記コンピュータを機能させることを特徴とする試聴プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載の試聴プログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載するスピーカの試聴を行う手法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　販売されている新車の大半には、車載用音響機器が予め取り付けられている。一方、カ
ー用品店などでは、より良い音質で音楽を聴きたいユーザに向けて、純正スピーカと交換
するためのいわゆる社外品スピーカが販売されており、店頭でその音を試聴することがで
きる。特許文献１は、試聴用スピーカ装置の一例を記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１５１３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の特許文献１のような場合にはユーザがわざわざカー用品店などに
試聴しに行く必要がある。また、あくまで店頭で各スピーカの試聴ができるにすぎず、実
際の自分の車の純正スピーカを交換した場合にどのように音が良くなるかまではわからな
い。よって、大半のユーザは、純正スピーカのままで音楽を聴いているのが実情である。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題としては、上記のものが例として挙げられる。本発明は
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、店舗などに行く必要なく、簡便に車両のスピーカを交換した場合の音を試聴することが
可能な端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、サーバと通信可能な端末装置であって、車両の車種の情報と
、ヘッドホン又はイヤホンの情報とを受け付ける入力手段と、前記入力手段により受け付
けられたヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性データを取得する第１取得手段と
、前記入力手段により受け付けられた車種に取り付け可能なスピーカを表示する表示手段
と、表示されたスピーカのうち、１つのスピーカの選択を受け取る選択手段と、前記受け
付けられた車種の情報と、選択されたスピーカの情報とを前記サーバに送信する送信手段
と、前記車種の情報及び前記スピーカの情報に基づいて、前記車両の音場特性を示すデー
タ、前記車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び、前記選択されたスピーカの特性
を示すデータを含む第２特性データを前記サーバから取得する第２取得手段と、前記第１
特性データ及び第２特性データに基づいて、前記純正スピーカを用いた場合の再生音と、
前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して再生する再生手段と、を備え
ることを特徴とする。
【０００７】
　請求項７に記載の発明は、サーバと通信可能な端末装置によって実行される試聴方法で
あって、車両の車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの情報とを受け付ける入力工程と
、前記入力工程により受け付けられたヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性デー
タを取得する第１取得工程と、前記入力工程により受け付けられた車種に取り付け可能な
スピーカを表示する表示工程と、表示されたスピーカのうち、１つのスピーカの選択を受
け取る選択工程と、前記受け付けられた車種の情報と、選択されたスピーカの情報とを前
記サーバに送信する送信工程と、前記車種の情報及び前記スピーカの情報に基づいて、前
記車両の音場特性を示すデータ、前記車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び、前
記選択されたスピーカの特性を示すデータを含む第２特性データを前記サーバから取得す
る第２取得工程と、前記第１特性データ及び第２特性データに基づいて、前記純正スピー
カを用いた場合の再生音と、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して
再生する再生工程と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項８に記載の発明は、コンピュータを有し、サーバと通信可能な端末装置によって
実行される試聴プログラムであって、車両の車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの情
報とを受け付ける入力手段、前記入力手段により受け付けられたヘッドホン又はイヤホン
の特性を示す第１特性データを取得する第１取得手段、前記入力手段により受け付けられ
た車種に取り付け可能なスピーカを表示する表示手段、表示されたスピーカのうち、１つ
のスピーカの選択を受け取る選択手段、前記受け付けられた車種の情報と、選択されたス
ピーカの情報とを前記サーバに送信する送信手段、前記車種の情報及び前記スピーカの情
報に基づいて、前記車両の音場特性を示すデータ、前記車両の純正スピーカの特性を示す
データ、及び、前記選択されたスピーカの特性を示すデータを含む第２特性データを前記
サーバから取得する第２取得手段、前記第１特性データ及び第２特性データに基づいて、
前記純正スピーカを用いた場合の再生音と、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生
音とを生成して再生する再生手段、として前記コンピュータを機能させることを特徴とす
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施例に係る試聴システムの概略構成を示す。
【図２】サーバの内部構成を示すブロック図である。
【図３】端末装置の内部構成を示すブロック図である。
【図４】音場特性データベースの記憶内容の一例を示す。
【図５】スピーカデータベースの記憶内容の一例を示す。
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【図６】スピーカ試聴処理のフローチャートである。
【図７】端末装置の表示画面例である。
【図８】端末装置の表示画面例である。
【図９】純正スピーカと試聴スピーカの特性の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の好適な実施形態では、サーバと通信可能な端末装置は、車両の車種の情報と、
ヘッドホン又はイヤホンの情報とを受け付ける入力手段と、前記入力手段により受け付け
られたヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性データを取得する第１取得手段と、
前記入力手段により受け付けられた車種に取り付け可能なスピーカを表示する表示手段と
、表示されたスピーカのうち、１つのスピーカの選択を受け取る選択手段と、前記受け付
けられた車種の情報と、選択されたスピーカの情報とを前記サーバに送信する送信手段と
、前記車種の情報及び前記スピーカの情報に基づいて、前記車両の音場特性を示すデータ
、前記車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び、前記選択されたスピーカの特性を
示すデータを含む第２特性データを前記サーバから取得する第２取得手段と、前記第１特
性データ及び第２特性データに基づいて、前記純正スピーカを用いた場合の再生音と、前
記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して再生する再生手段と、を備える
。
【００１１】
　上記の端末装置は、ユーザが入力した車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの情報と
を受け付け、そのヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性データを取得する。また
、端末装置は、その車種に取り付け可能なスピーカを表示し、表示されたスピーカのうち
１つのスピーカの選択を受け取る。次に、端末装置は、車種の情報及びスピーカの情報に
基づいて、車両の音場特性を示すデータ、車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び
、選択されたスピーカの特性を示すデータを含む第２特性データをサーバから取得する。
そして、端末装置は、第１特性データ及び第２特性データに基づいて、純正スピーカを用
いた場合の再生音と、選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して再生する。
これによりユーザは、使用するヘッドホン又はイヤホンの特性の影響を除去した上で、純
正スピーカと試聴したいスピーカの再生音を聴き比べることができる。
【００１２】
　上記の端末装置の一態様では、前記第１取得手段は、前記第１特性データを前記端末装
置内の記憶部から取得する。また、他の一態様では、前記第１取得手段は、前記ヘッドホ
ン又はイヤホンの情報を前記サーバへ送信し、前記サーバから前記第１特性データを受信
する。
【００１３】
　上記の端末装置の他の一態様は、再生すべき楽曲の指定を受け取る楽曲指定手段を備え
、前記再生手段は、指定された楽曲について、前記純正スピーカを用いた場合の再生音と
、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成して出力する。この態様では、
ユーザが試聴に使用したい楽曲を指定し、その楽曲について純正スピーカと試聴したいス
ピーカの再生音を聴き比べることができる。
【００１４】
　上記の端末装置の他の一態様は、楽曲のデータを記憶する楽曲データ記憶手段を備え、
前記再生手段は、前記楽曲データ記憶手段から前記指定された楽曲の楽曲データを取得し
て前記再生音を生成する。この態様では、端末装置内に記憶されている楽曲データを用い
て再生音が生成されるので、ユーザが聴きなれた楽曲について純正スピーカと試聴したい
スピーカの再生音を聴き比べることができる。
【００１５】
　上記の端末装置の他の一態様では、前記再生手段は、周波数領域において前記楽曲デー
タに前記音場特性及び前記純正スピーカの特性を乗算したものを前記ヘッドホン又はイヤ
ホンの特性で除算することにより前記純正スピーカを用いた場合の再生音を生成し、周波
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数領域において前記楽曲データに前記音場特性及び前記選択されたスピーカの特性を乗算
したものを前記ヘッドホン又はイヤホンの特性で除算することにより前記選択されたスピ
ーカを用いた場合の再生音を生成する。これにより、使用するヘッドホン又はイヤホンの
特性による影響を除去することができる。
【００１６】
　本発明の他の好適な実施形態では、サーバと通信可能な端末装置によって実行される試
聴方法は、車両の車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの情報とを受け付ける入力工程
と、前記入力工程により受け付けられたヘッドホン又はイヤホンの特性を示す第１特性デ
ータを取得する第１取得工程と、前記入力工程により受け付けられた車種に取り付け可能
なスピーカを表示する表示工程と、表示されたスピーカのうち、１つのスピーカの選択を
受け取る選択工程と、前記受け付けられた車種の情報と、選択されたスピーカの情報とを
前記サーバに送信する送信工程と、前記車種の情報及び前記スピーカの情報に基づいて、
前記車両の音場特性を示すデータ、前記車両の純正スピーカの特性を示すデータ、及び、
前記選択されたスピーカの特性を示すデータを含む第２特性データを前記サーバから取得
する第２取得工程と、前記第１特性データ及び第２特性データに基づいて、前記純正スピ
ーカを用いた場合の再生音と、前記選択されたスピーカを用いた場合の再生音とを生成し
て再生する再生工程と、を備えることを特徴とする。この方法によっても、ユーザは、使
用するヘッドホン又はイヤホンの特性の影響を除去した上で、純正スピーカと試聴したい
スピーカの再生音を聴き比べることができる。
【００１７】
　本発明の他の好適な実施形態では、コンピュータを有し、サーバと通信可能な端末装置
によって実行される試聴プログラムは、車両の車種の情報と、ヘッドホン又はイヤホンの
情報とを受け付ける入力手段、前記入力手段により受け付けられたヘッドホン又はイヤホ
ンの特性を示す第１特性データを取得する第１取得手段、前記入力手段により受け付けら
れた車種に取り付け可能なスピーカを表示する表示手段、表示されたスピーカのうち、１
つのスピーカの選択を受け取る選択手段、前記受け付けられた車種の情報と、選択された
スピーカの情報とを前記サーバに送信する送信手段、前記車種の情報及び前記スピーカの
情報に基づいて、前記車両の音場特性を示すデータ、前記車両の純正スピーカの特性を示
すデータ、及び、前記選択されたスピーカの特性を示すデータを含む第２特性データを前
記サーバから取得する第２取得手段、前記第１特性データ及び第２特性データに基づいて
、前記純正スピーカを用いた場合の再生音と、前記選択されたスピーカを用いた場合の再
生音とを生成して再生する再生手段、として前記コンピュータを機能させる。このプログ
ラムをコンピュータで実行することにより、上記の端末装置を実現することができる。こ
のプログラムは記憶媒体に記憶して取り扱うことができる。
【実施例】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について説明する。
【００１９】
　［第１実施例］
　（構成）
　図１は、第１実施例に係る試聴システムの全体構成を示す。試聴システムは、ネットワ
ーク５を通じて通信可能に接続されたサーバ１０と端末装置２０とを備える。サーバ１０
は、車種ごとにスピーカの情報などを記憶し、端末装置２０における試聴を可能とするも
のである。ネットワーク５の典型的な例はインターネットである。
【００２０】
　端末装置２０は、例えばスマートフォンなどであり、車両の車種に応じて純正スピーカ
による再生音と、ユーザが選択した他の適合スピーカによる再生音とを再生する。端末装
置２０にはヘッドホン２８が接続されており、ユーザはヘッドホン２８を利用して再生音
を聴くことができる。なお、ヘッドホン２８の代わりにイヤホンを使用してもよい。
【００２１】
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　次に、サーバ１０について詳しく説明する。図２は、サーバ１０の内部構成を示す。サ
ーバ１０は、通信部１１と、制御部１２と、記憶部１３と、音場特性データベース（以下
、「データベース」を「ＤＢ」とも記す。）１４と、スピーカＤＢ１５とを備える。
【００２２】
　通信部１１は、ネットワーク５を介して端末装置２０と通信するためのユニットである
。制御部１２は、サーバ１０の全体を制御する。制御部１２はＣＰＵなどのコンピュータ
により構成され、予め用意されたプログラムを実行することにより各種の制御を行う。
【００２３】
　記憶部１３は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスクなどにより構成され、制御部１２によ
り実行される各種のプログラムを記憶している。また、記憶部１３は、制御部１２が各種
の処理を行う際のワークメモリとしても機能する。
【００２４】
　音場特性ＤＢ１４は、車両の車種ごとに音場特性データを記憶している。ここで、音場
特性データは、具体的にはインパルス応答データであり、各車両の車室を音響空間として
予め測定された特性を示すデータである。
【００２５】
　図４は、音場特性ＤＢ１４の記憶内容の一例を示す。音場特性ＤＢ１４は、車種ごとに
、その車両の車室において予め測定された音場特性データを記憶している。「車種」の情
報には「車種名」に加えて「年式」も含まれる。なお、音場特性ＤＢ１４に記憶されてい
る音場特性データは、各車両のメーカーが予め測定して公表しているものでもよく、各車
両のユーザが独自に測定してサーバ１０に提供したものであってもよい。同一の車両につ
いて多数のユーザが音場特性データをサーバ１０にアップロードした場合には、サーバ１
０は、同期加算などの手法によりその車種に標準的な音場特性データを生成して使用する
。
【００２６】
　スピーカＤＢ１５は、車種ごとに、その車両に予め取り付けられている純正スピーカの
型番と、その純正スピーカの代わりにその車両に搭載可能な社外スピーカ（「適合スピー
カ」と呼ぶ。）の型番が、それらのスピーカの特性データとともに記憶されている。なお
、スピーカの特性データとは、具体的にはインパルス応答データであり、各スピーカにつ
いて事前に測定されたものである。
【００２７】
　図５は、スピーカＤＢ１５の記憶内容の一例を示す。なお、図５では、対応する純正ス
ピーカと適合スピーカの型番のみが示されており、特性データの図示は省略している。音
場特性ＤＢ１４と同様に、「車種」には「年式」の情報を含む。通常、１つの車種につい
て複数のメーカーが適合スピーカを販売しているので、１つの車種について複数の適合ス
ピーカが記憶されている。なお、図５において、「ＳＰＸ」で始まる型番はＸ社のスピー
カを示し、「ＳＰＹ」で始まる型番はＹ社のスピーカを示し、「ＳＰＺ」で始まる型番は
Ｚ社のスピーカを示すものとする。
【００２８】
　次に、端末装置２０について詳しく説明する。図３は、端末装置２０の内部構成を示す
。端末装置２０は、通信部２１と、制御部２２と、記憶部２３と、タッチパネル２４と、
楽曲ＤＢ２５と、再生部２６とを備える。
【００２９】
　通信部２１は、ネットワーク５を介してサーバ１０と通信するためのユニットである。
制御部２２は、端末装置２０の全体を制御する。制御部２２は、ＣＰＵなどのコンピュー
タにより構成され、予め用意されたプログラムを実行することにより各種の制御、特に後
述するスピーカ試聴処理を行う。
【００３０】
　記憶部２３は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスクなどにより構成され、制御部２２によ
り実行される各種のプログラムを記憶している。また、記憶部２３は、制御部２２が各種
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の処理を行う際のワークメモリとしても機能する。
【００３１】
　タッチパネル２４は表示機能と入力機能とを併せ持つ。ユーザに対して表示される情報
・画像はタッチパネル２４に表示され、ユーザがタッチパネルに指などでタッチすること
により行われる入力はタッチパネル２４により取得される。
【００３２】
　楽曲ＤＢ２５は、端末装置２０のユーザがダウンロードなどの手法により取得した楽曲
データを記憶している。即ち、楽曲ＤＢ２５には、ユーザの好みの楽曲が記憶されている
。再生部２６は、楽曲データを再生し、音楽信号としてヘッドホン２８などに出力する。
【００３３】
　上記の構成において、タッチパネル２４は、本発明の入力手段、表示手段、選択手段、
楽曲指定手段として機能し、通信部２１は本発明の送信手段、第１取得手段、第２取得手
段として機能する。また、制御部２２及び再生部２６は本発明の再生手段として機能し、
楽曲ＤＢ２５は本発明の楽曲データ記憶手段として機能する。
【００３４】
　（試聴用再生音の生成方法）
　本実施例では、ユーザが自己の車両の車種を示す車種情報（年式を含む）を端末装置２
０に入力すると、端末装置２０は、搭載されている純正スピーカに代えてその車両に搭載
可能な適合スピーカのリストをサーバ１０から取得して表示する。次に、ユーザが適合ス
ピーカのリストから、試聴したいスピーカ（以下、「試聴スピーカ」と呼ぶ。）を選択す
ると、端末装置２０は、その車種の音場特性データと、その車両の純正スピーカの特性デ
ータと、試聴スピーカの特性データとをサーバ１０から取得する。そして、端末装置２０
は、再生したい楽曲の音楽信号（楽曲データ）に、音場特性データとスピーカの特性デー
タとを畳み込むことにより、疑似的な再生音を生成する。
【００３５】
　具体的に、時間領域における特性として、車両の音場特性を「ｈｃ」とし、純正スピー
カの特性を「ｈｓ１」とし、試聴スピーカの特性を「ｈｓ２」とし、再生すべき楽曲の音
楽信号を「ｓ」とすると、純正スピーカの再生音と試聴スピーカの再生音は以下のように
得られる。
【００３６】
　　　（純正スピーカの再生音）＝ｓ＊ｈｃ＊ｈｓ１
　　　（試聴スピーカの再生音）＝ｓ＊ｈｃ＊ｈｓ２
なお、「＊」は畳み込みを示す。
【００３７】
　こうして得られた純正スピーカの再生音は、自己の車両において純正スピーカで楽曲を
再生した場合の疑似的な再生音となる。一方、試聴スピーカの再生音は、自己の車両にお
いて試聴スピーカで楽曲を再生した場合の疑似的な再生音となる。よって、ユーザは、こ
れらの再生音を聴くことにより、純正スピーカの音と、純正スピーカを試聴スピーカに交
換した場合の音とを聴き比べることができる。
【００３８】
　（スピーカ試聴処理）
　次に、スピーカ試聴処理について説明する。図６は、スピーカ試聴処理のフローチャー
トである。この処理は、サーバ１０の制御部１２と端末装置２０の制御部２２が、それぞ
れ予め用意されたプログラムを実行することにより実現される。
【００３９】
　まず、端末装置２０は、ユーザが入力した車種情報を取得する（ステップＳ１１）。具
体的には、端末装置２０は、タッチパネル２４上に図７（Ａ）に例示するような入力画面
を表示し、ユーザに車種情報の入力を要求する。そして、ユーザが車種情報を入力すると
、それを取得する。
【００４０】
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　次に、端末装置２０は、取得した車種情報をサーバ１０へ送信する（ステップＳ１２）
。サーバ１０は、車種情報を取得すると、図５に例示したスピーカＤＢ１５を参照してそ
の車種の適合スピーカのリスト（以下、「スピーカリスト」と呼ぶ。）を作成し（ステッ
プＳ１３）、作成したスピーカリストを端末装置２０へ送信する（ステップＳ１４）。
【００４１】
　端末装置２０は、スピーカリストを受信すると、それをタッチパネル２４に表示して、
ユーザに１つの適合スピーカを選択するように要求する（ステップＳ１５）。スピーカリ
ストの表示例を図７（Ｂ）に示す。
【００４２】
　ユーザが端末装置２０に表示されたスピーカリストから試聴したい１つのスピーカを選
択すると、端末装置２０は選択されたスピーカ（即ち、試聴スピーカ）の情報を取得し（
ステップＳ１６）、サーバ１０へ送信する（ステップＳ１７）。
【００４３】
　サーバ１０は、試聴スピーカの情報を受信すると、スピーカＤＢ１５を参照して試聴ス
ピーカの特性データを取得する。さらに、サーバ１０は、ステップＳ１２で受信した車種
情報に基づいて、その車両の音場特性データを音場特性ＤＢ１４から取得するとともに、
その車種の純正スピーカの特性データをスピーカＤＢ１５から取得する（ステップＳ１８
）。そして、サーバ１０は、取得した車種の音場特性データと、純正スピーカの特性デー
タと、試聴スピーカの特性データとを端末装置２０へ送信する（ステップＳ１９）。
【００４４】
　次に、端末装置２０は、ユーザによる楽曲の指定を受け取る（ステップＳ２０）。具体
的には、端末装置２０は、図７（Ｃ）に例示する入力画面をタッチパネル２４に表示し、
ユーザに楽曲の指定を促す。これに対し、ユーザは端末装置２０の楽曲ＤＢ２５に記憶さ
れている楽曲のうちの１つを指定する。
【００４５】
　楽曲の指定を受け取ると、端末装置２０は、その楽曲の楽曲データを楽曲ＤＢ２５から
読み出し、サーバ１０から受信した特性データを用いて、前述の方法で純正スピーカの再
生音と試聴スピーカの再生音とを生成し、図７（Ｄ）に例示するような再生指示画面を表
示する（ステップＳ２１）。再生指示画面は、現在選択されている車種、楽曲、試聴スピ
ーカの情報を含み、さらに、再生を開始するための再生開始ボタンと、条件を変更するた
めの条件変更ボタンとを含む。
【００４６】
　再生指示画面を見たユーザが条件変更ボタンを押すと（ステップＳ２２；Ｎｏ）、処理
はステップＳ１１へ戻る。一方、ユーザが再生開始ボタンを押して再生を指示すると（ス
テップＳ２２；Ｙｅｓ）、端末装置２０は再生部２６を通じて純正スピーカの再生音と試
聴スピーカの再生音とを再生する（ステップＳ２３）。そして、処理は終了する。
【００４７】
　以上のスピーカ試聴処理により、ユーザは純正スピーカと試聴スピーカの疑似的な再生
音を聴き比べることができ、ユーザに試聴スピーカの購買意欲を生じさせることができる
。
【００４８】
　なお、ステップＳ２３において、端末装置２０は、好ましくは純正スピーカの再生音と
試聴スピーカの再生音とを、時分割で交互に再生する。１つの例では、端末装置２０は、
純正スピーカの再生音と試聴スピーカの再生音とを所定時間（例えば３０秒）毎に切り換
える。即ち、楽曲の最初の３０秒は純正スピーカの再生音として再生され、次の３０秒は
試聴スピーカの再生音として再生され、これが繰り返される。他の例では、楽曲の同じ個
所を純正スピーカの再生音と適合スピーカの再生音とで再生する。即ち、楽曲の最初の３
０秒を純正スピーカの再生音で再生したあと、同じ部分を適合スピーカの再生音で再生し
、これをその後の部分についても行う。このように、純正スピーカの再生音と試聴スピー
カの再生音とを時分割で交互に再生することにより、ユーザがそれぞれの音を聴き比べ易
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くすることができる。
【００４９】
　なお、端末装置２０による再生は、ユーザが指定した楽曲全体について行ってもよいし
、楽曲の所定の部分、例えば楽曲のサビの部分について行っても良い。また、再生中に端
末装置２０のタッチパネル２４に再生中止ボタンを表示し、ユーザが希望した場合にいつ
でもその試聴スピーカの試聴を中止できるようにしてもよい。
【００５０】
　また、試聴が終了した後、端末装置２０は試聴スピーカの販売情報をタッチパネル２４
に表示しても良い。販売情報の一例を図８（Ａ）に示す。この例では、試聴スピーカを販
売している店舗のサイトを示すリンク情報が表示されている。ユーザは、試聴したスピー
カが気に入った場合には、リンク先にアクセスして購入を検討することができる。
【００５１】
　［第２実施例］
　第２実施例は、ユーザが端末装置２０で試聴を行う際のヘッドホン２８の影響を除去す
るものである。第１実施例において生成される純正スピーカの再生音及び試聴スピーカの
再生音は、いずれもユーザが端末装置２０に接続して使用するヘッドホン２８の特性を考
慮していない。このため、ヘッドホン２８を通して聴いた試聴スピーカの再生音は、実際
の試聴スピーカを車両に取り付けて楽曲を聴いた場合の音との間に差が生じてしまう場合
がある。
【００５２】
　このような観点から、第２実施例では、端末装置２０は、ユーザが端末装置２０に接続
して使用するヘッドホン２８の特性を考慮した再生音、即ちヘッドホン２８の特性をキャ
ンセルした再生音を生成する。なお、この点以外は、第２実施例は第１実施例と同様であ
る。
【００５３】
　具体的には、端末装置２０は、再生すべき楽曲の音楽信号をＦＦＴなどの手法により周
波数領域の信号に変換し、周波数領域において以下の演算を行う。
【００５４】
　いま、周波数領域における特性として、車両の音場特性を「Ｈｃ」とし、純正スピーカ
の特性を「Ｈｓ１」とし、試聴スピーカの特性を「Ｈｓ２」とし、ヘッドホン２８の特性
を「Ｈｅ」とし、再生すべき楽曲の音楽信号を「Ｓ」とすると、純正スピーカの再生音と
試聴スピーカの再生音は以下のように得られる。
【００５５】
　　　（純正スピーカの再生音）＝Ｓ・Ｈｃ・Ｈｓ１／Ｈｅ
　　　（試聴スピーカの再生音）＝Ｓ・Ｈｃ・Ｈｓ２／Ｈｅ
なお、「・」は周波数領域における乗算を示し、「／」は周波数領域における除算を示す
。
【００５６】
　端末装置２０は、こうして得られた再生音を逆ＦＦＴなどの手法により時間領域におけ
る信号に変換し、再生部２６を通じて再生する。これにより、ユーザが使用するヘッドホ
ン２８の特性による影響を排除することができ、純正スピーカ及び試聴スピーカの再生音
を、より実際の車両に搭載した場合の再生音に近づけることができる。
【００５７】
　ヘッドホンの特性を用意する方法はいくつか考えられる。１つの方法として、ヘッドホ
ンのメーカーなどにより特性データが提供されている場合には、ユーザはそれをダウンロ
ードして端末装置２０に記憶しておけばよい。他の方法として、サーバ１０に各種のヘッ
ドホンの特性データが記憶されている場合には、端末装置２０はユーザに使用中のヘッド
ホンの型番などのヘッドホン情報を入力させてそれをサーバ１０に送信し、サーバ１０か
らそのヘッドホンの特性データを取得すればよい。例えば、図７（Ａ）に示すように、ユ
ーザが車種情報を入力する際に、同時にヘッドホン情報を入力してサーバ１０へ送信する
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ようにしてもよい。
【００５８】
　なお、ヘッドホンの代わりにイヤホンを使用する場合にも、そのイヤホンの特性を用い
て同様の処理を行えばよい。
【００５９】
　［第３実施例］
　第３実施例は、ユーザに提供する適合スピーカのリストの生成方法に関するものである
。具体的には、サーバ１０は、ユーザが入力した車種情報に対応する適合スピーカのリス
トを生成する際に、価格帯、メーカー、スピーカの種類、車種における人気、販売店舗の
距離、音楽ジャンルなど、ユーザが指定した条件に応じてスピーカリストに含めるスピー
カ及びその順序を決定する。なお、この点以外は、第３実施例は第１実施例と同様である
。
【００６０】
　図８（Ｂ）は、第３実施例においてスピーカの条件を指定する場合の入力画面の例を示
す。この例では、スピーカの条件として、「価格帯」、「メーカー」、「種類」、「人気
」、「店舗の距離」、「音楽ジャンル」が挙げられている。
【００６１】
　具体的には、ユーザが「価格帯」を選択した場合、サーバ１０は、複数の適合スピーカ
をその価格順（例えば安い順）にならべてスピーカリストを作成する。ユーザが「メーカ
ー」を選択した場合、サーバ１０は、複数の適合スピーカをメーカーごとに並べてスピー
カリストを作成する。ユーザが「種類」を選択した場合、サーバ１０は、複数の適合スピ
ーカを、その種類、例えばウーファー（低域用）、ノーマル（全帯域用）などの種類別に
並べてスピーカリストを作成する。
【００６２】
　図８（Ｃ）は、複数の適合スピーカを人気順に表示する場合の画面例を示す。ユーザが
「人気」を選択した場合、サーバ１０は、複数の適合スピーカを、ユーザが入力した車種
における人気順に並べてスピーカリストを作成する。人気順とは、例えば各スピーカを販
売する量販店などにおけるユーザが入力した車種のスピーカの売上順とすることができる
。また、ユーザがさらに、性別、年齢などの条件を入力し、その条件に従って複数の適合
スピーカを人気順に並べても良い。
【００６３】
　ユーザが「店舗の距離」を選択した場合、サーバ１０は、複数の適合スピーカを、その
販売店までの距離の近い順に並べてスピーカリストを作成する。また、ユーザが「音楽ジ
ャンル」を選択した場合、サーバ１０は、その音楽ジャンルに適した順で複数の適合スピ
ーカを並べてスピーカリストを作成する。
【００６４】
　これにより、ユーザは、自分の予算や嗜好、車種における人気などを考慮して、適切な
試聴スピーカを選択することが可能となる。
【００６５】
　［第４実施例］
　第４実施例は、ユーザが純正スピーカと試聴スピーカの性能や特性の差を認識しやすい
ように純正スピーカと試聴スピーカの再生音を生成するものである。この点以外は、第４
実施例は第１実施例と同様である。
【００６６】
　具体的には、端末装置２０は、サーバ１０から純正スピーカと試聴スピーカの特性デー
タを受信する際、インパルス応答データに加えて周波数特性データを受信する。そして、
端末装置２０は、純正スピーカと試聴スピーカの周波数特性を比較し、両者の差が大きい
周波数帯域を検出し、その周波数帯域の成分を多く含む再生音を生成する。これにより、
ユーザは、純正スピーカと試聴スピーカについて、それらの性能差が強調された再生音を
聴くことができる。
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【００６７】
　図９は、純正スピーカと試聴スピーカの周波数特性の例を示す。図中の特性ＳＰ１が純
正スピーカの周波数特性であり、特性ＳＰ２が試聴スピーカの周波数特性であるとする。
この場合、低域の帯域Ｘにおいて両特性の差が大きいので、端末装置２０は、この帯域Ｘ
の成分を多く含む再生音を生成する。なお、この場合の特性の差が大きい帯域は、例えば
周波数特性における音圧レベル差が所定値以上である帯域とする。
【００６８】
　具体的には、端末装置２０は、ユーザが指定した楽曲の楽曲データの周波数成分を分析
し、その楽曲のうち帯域Ｘの信号成分が多い部分のデータを用いて純正スピーカ及び試聴
スピーカの再生音を生成する。これにより、純正スピーカと試聴スピーカの再生音を比較
して聴いたユーザは、それらのスピーカの特性の差を認識しやすくなる。即ち、試聴スピ
ーカの性能が純正スピーカより優れている場合には、ユーザがそれをより明確に認識でき
るようになる。
【００６９】
　なお、上記の例では、端末装置２０は、ユーザが指定した楽曲において帯域Ｘの信号成
分が多い部分を用いて再生音を生成しているが、ユーザが指定した楽曲以外を使用して再
生音を生成しても良い。例えば、一般的な低域、中域、高域などの複数の帯域毎に、その
帯域の信号成分が多い楽曲や楽曲の一部を試聴用楽曲（例えば、低域用楽曲、中域用楽曲
、高域用楽曲）として予め用意し、サーバ１０に記憶しておいてもよい。そして、端末装
置２０は、純正スピーカと試聴スピーカの周波数特性を比較し、例えば低域の差が大きい
と判定した場合には、低域用楽曲をサーバ１０からダウンロードして純正スピーカと試聴
スピーカの再生音を生成することとしてもよい。
【００７０】
　さらには、サーバ１０側が純正スピーカと試聴スピーカの特性の差を分析しても良い。
即ち、ユーザの入力に基づいて純正スピーカと試聴スピーカとが決定した時点で、サーバ
１０はそれらの特性の差を分析し、特性の差が大きい帯域の信号成分を多く含む試聴用楽
曲を、図６のステップＳ１８において純正スピーカ及び試聴スピーカの特性データや音場
特性データとともに端末装置２０に送信しても良い。こうすれば、端末装置２０は、単に
サーバ１０から受信した特性データと試聴用楽曲とに基づいて純正スピーカと試聴スピー
カの再生音を生成するだけで、それらの特性の差が強調された再生音を出力することがで
きる。
【００７１】
　［第５実施例］
　第５実施例は、ユーザが入力した車種情報の適合スピーカを設置場所やスピーカの種別
毎に選択するものである。この点以外は、第５実施例は第１実施例と同様である。
【００７２】
　具体的には、ユーザは車種情報を入力後、設置場所として右フロント、左フロント、右
リア、左リア等を入力する。端末装置２０は、取得した車種情報と設置場所の情報をサー
バ１０へ送信する。サーバ１０は、車種情報と設置場所の情報を取得すると、図５に例示
したスピーカＤＢ１５を参照してその車種における設置場所毎に適合スピーカのスピーカ
リストを作成し、作成したスピーカリストを端末装置２０へ送信する。なお、この場合、
図５のスピーカＤＢ１５にはスピーカの設置場所に対応して適合スピーカが記憶されてい
る。
【００７３】
　端末装置２０は、スピーカリストを受信すると、それを設置場所ごとにタッチパネル２
４に表示して、設置場所ごとにユーザに１つの適合スピーカを選択するようにユーザに要
求する。ユーザが端末装置２０に表示されたスピーカリストから試聴したい１つのスピー
カを選択すると、端末装置２０は選択されたスピーカ（即ち、試聴スピーカ）の情報を取
得し、その設置場所の情報とともにサーバ１０へ送信する。
【００７４】
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　サーバ１０は、試聴スピーカの情報とその設置場所の情報を受信すると、スピーカＤＢ
１５を参照して各設置場所における試聴スピーカの特性データを取得する。さらに、サー
バ１０は、受信した車種情報に基づいて、その車両の音場特性データを音場特性ＤＢ１４
から取得するとともに、その車種の各設置場所における純正スピーカの音場特性データを
音場特性ＤＢ１４から取得する。なお、この場合、スピーカＤＢ１５にはスピーカの設置
場所に対応して純正スピーカの音場特性データが記憶されている。そして、サーバ１０は
、取得した車種の音場特性データと、純正スピーカの設置場所における特性データと、試
聴スピーカの設置場所における特性データとを端末装置２０へ送信する。その後、端末装
置２０は、第１実施例と同様に楽曲の再生を行う。
【００７５】
　また上記の例では、車種の情報に加え、設置場所の情報を考慮したスピーカの試聴処理
についての説明をしたが、設置場所ではなく、スピーカの種類でもよい。具体的には、上
記の説明における設置場所の代わりにスピーカの種類を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明は、車載用スピーカによる再生音を試聴するシステムに利用することができる。
【符号の説明】
【００７７】
　５　ネットワーク
　１０　サーバ
　１２　制御部
　１４　音場特性ＤＢ
　１５　スピーカＤＢ
　２０　端末装置
　２２　制御部
　２５　楽曲ＤＢ
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